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糖尿病注射の手技評価について 

 

当院では外来患者にインスリンやGLP-1の自己注射製剤が導入された場合、初回時に薬剤師ま

たは看護師が自己注射指導を行っていますが、その後、保険調剤薬局でどのように指導や確認がさ

れているかは把握されていません。不正確な手技は血糖コントロールにも影響する可能性があるこ

とから、当院と地域の保険調剤薬局が協力して手技を確認・評価していく目的で、「糖尿病注射手技 

評価報告書」を運用することとしました。全ての患者が対象ではありません。病院から発行された

ものに限ります。報告書の（例）を添付しますので、報告書を持参された場合はご対応をお願いし

ます。 

 

【運用方法について】 

  「糖尿病注射手技 評価報告書」（以下、評価報告書）で運用します。詳細については下記図を

参照して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 処方医師  

① 自己注射製剤処方時に処方箋へ

「糖尿病注射手技 評価報告書あ

り」（※用法のインスリン項目内に

ある）のコメントを入力する。 

 

②評価報告書（※文書管理→医師用

→「糖尿病注射手技 評価報告書」

から印刷）を手技指導する病院薬

剤師または看護師に渡す。 

 保険薬局薬剤師  

④患者から提出された処方せんと評

価報告書を確認し、病院指導の患

者理解度を把握する。次回来局時

（※評価依頼から 2 回目の診察

時）に自己注射手技確認・評価を

行い、評価コメント等必要事項を

記載後、当院薬剤管理課へ FAX

で返送する。 

 

 病院薬剤師または看護師  

③自己注射手技指導を行い、評価報告

書に指導コメントを記入後、患者に

保険薬局で処方せんと一緒に提出

してもらうよう説明して渡す。 

 薬剤管理課  

⑤評価報告書を受取り、担当者が評

価後の次の診察日（※評価依頼か

ら 3回目の受診日）を確認し、当

日診察室へ渡して医師が確認す

る（※よって、評価報告書が診察

室へ返却されるのは、評価依頼か

ら 3回目の診察日になる）。 

 

 

 

 

 


